
平 成 ２ ５ 年 ４ 月 ５ 日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事

故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故 ３件

（うち石油ストーブ（開放式）３件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因が疑われる事故 ６件

（うち電気掃除機１件、電気蓄熱式湯たんぽ１件、デスクトップパソコン１件、

電気カーペット１件、エアコン１件、エアコン（室外機）１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因か否かが特定できていない事故 ２件

（うち電気式床暖房１件、踏み台（アルミニウム合金製）１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）

において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会

製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

（管理番号A201101008及びA201200182を除く ）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。



６．特記事項

(1)株式会社コロナが製造した石油ストーブ 開放式 について 管理番号A201300008)（ ） （

①事故事象について

株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）を使用中、当該製品を消火せず

に給油し、当該製品に給油タンクを戻す際、灯油が漏れて出火する火災が発生し、当

該製品及び周辺を焼損しました。給油時の状況を含め、当該事故の原因は、現在、調

査中です。

②当該製品のリコール（無償点検・修理）について

当該製品を含む平成１２年以前に製造された石油ストーブ及び石油温風暖房機（石

油ファンヒーター （下記③）に付属するカートリッジタンク（よごれま栓タンク））

については、長期間の使用による給油口の変形などの要因により、給油口がロックさ

れたと使用者が誤認する「半ロック状態」になる事象が発生することが確認されてい

。 、 、ます 石油ストーブ等の給油作業時に 給油口ふたのロック確認を行わなかった場合

給油タンクの給油口が「半ロック状態」で維持されていたことで、ストーブ等に戻す

際にふたが開き、灯油がこぼれて火災になる可能性があります。

同社は、平成２０年９月１７日にプレスリリース、翌１８日に社告を実施し、石油

ストーブ等に付属するカートリッジタンク（よごれま栓タンク）使用時の注意喚起を

するとともに、販売店の店頭及び消費者へのアフターサービス訪問時におけるチラシ

配布、テレビＣＭ等により、平成１２年以前に製造された石油ストーブ等の給油タン

クについて、無償点検・修理（給油口ふたの半ロック状態を防止するため、ふたの開

閉ちょうつがい部にスプリング機能を追加）を呼び掛けています。さらに、平成２３

年２月から、これまでの対策に加え、灯油販売所への店頭チラシの配布、同社の石油

暖房機器全般の販売時におけるチラシの同梱を行っています。

③対象製品等：対象製品名、機種・型式、製造期間、製造台数

（ⅰ）対象製品名 ：コロナ石油ストーブ等に付属のカートリッジタンク（よごれま

栓タンク）

（ⅱ）機種・型式 ：平成１２年以前に製造されたコロナ石油ストーブ等で、下表に

示す型式に該当するもの

（ⅲ）製造期間 ：昭和６２年（１９８７年）～平成１２年（２０００年）

当該製品の外観

(当該製品の給油タンク）

（写真はＳＸ－Ｂ３５Ｙ）



（ⅳ）製造台数：石油ストーブ ２，０９０，０００台

石油ファンヒーター ４，２７０，０００台

計 ６，３６０，０００台

（ⅴ）平成２０年９月１７日からリコールを実施

改修率：１．６％（平成２５年２月２８日現在）



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償点検・修理を受けていない方は、速や

かに下記問合せ先まで御連絡ください。

また、事業者による点検・修理を受けられるまでの間は、次図に従って、給油口ふ

たが確実にロックしていることを確認してください。

当該製品に限らず、石油ストーブ等に給油する際は、石油ストーブ等を必ず消火し

た上で、給油タンクのふたを確実に閉め、ふたが閉まっていることを確認し、石油ス

トーブ等に戻すよう、正しい給油方法に従って安全に給油を行ってください。

（株式会社コロナの問合せ先）

電 話 番 号：０１２０－６２３－２３８

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日・年末年始を除く ）。

ホームページ：http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html



⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）の対応

株式会社コロナ以外の事業者が製造・輸入・販売したガス・石油ストーブのリコー

ル未対策品についても火災事故が発生しているため、独立行政法人製品評価技術基盤

機構（ＮＩＴＥ）においては、平成２３年２月１８日より事故防止のための注意喚起

チラシ「ガス・石油ストーブのリコール製品をお持ちではありませんか？」等をホー

ムページに掲載し、消費者に対して、速やかに事業者に連絡を頂くよう呼び掛けを行

っています。

（独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）による注意喚起）

ホームページ：

http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/data/recall_stove_110218.pdf

http://www.nite.go.jp/jiko/chirashi/data/pdf/57_recall-1.pdf

http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/data/winter_2011.pdf

(2)株式会社ジーワン・トレードが輸入し、株式会社ヒロ・コーポレーションが販売し

た電気蓄熱式湯たんぽについて（管理番号A201200182）

（ ）①事故事象について 平成２４年６月８日公表についての調査結果を踏まえた再公表

株式会社ジーワン・トレードが輸入し、株式会社ヒロ・コーポレーションが販売し

た電気蓄熱式湯たんぽを蓄熱中、当該製品から漏水し、火傷を負いました。

調査の結果、当該製品の内袋に空気層が生じることが認められ、内蔵ヒーターが容

器に固定されていない構造でした。また、空気層にヒーターが露出すると、急激な温

度上昇が認められたことから、事故の原因は、内袋の内蔵ヒーターが蓄熱方法によっ

ては内袋と接触する構造であったため、空気層に露出して高温となった内蔵ヒーター

が内袋外周の融着部に触れ強度が低下するとともに、内部圧力の上昇によって内袋の

融着部が破れて内容物が漏水し事故に至ったものと考えられます。

②当該製品の対応について

株式会社ヒロ・コーポレーション及び株式会社イトウは、当該製品を含む対象機種

（下記③）について、平成２４年１月７日に新聞社告を掲載し、ホームページに情報

を掲載するとともに、製品の使用方法に関する注意喚起及び希望者に対し製品の回収

・返金を実施しています。

③対象製品等：商品名、型式（各色 、販売期間、回収対象台数）

商品名 型式 各色 製造期間 販売期間（ ）

ＭＫ－１１ 平成２３年１月 平成２３年１０月３日

エコ湯たんぽ ＮＤ－１３ ～ ～

ＦＲ－１５ 平成２３年１２月 平成２３年１２月初旬



対象製品の外観

④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、蓄熱は、平らなところで行い、立てた状態で又は布団な

どの上や中で行わないよう取扱説明書に従って使用してください。当該製品を含む対

象機種の使用に不安をお持ちの方は、速やかに下記問合せ先又は購入した店舗まで連

絡し、返品手続を行ってください。

（株式会社イトウの問合せ先）

電 話 番 号：０９３－４７５－８１２８

受 付 時 間：１０時～１８時（月～金）

ホームページ：http://www.cds-ito.co.jp

（株式会社ヒロ・コーポレーションの問合せ先）

電 話 番 号：０９３－４７５－８５５８

受 付 時 間：１０時～１８時（土・日・祝日を除く ）。

ホームページ：http://www.hiro-corpo.net

（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担 当：大木、長井、川舩
か わ ふ ね

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

（株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）についての発

表資料に関する問合せ先）

（株式会社ジーワン・トレードが輸入し、株式会社ヒロ・コーポレ

ーションが販売した電気蓄熱式湯たんぽについての発表資料に関す

る問合せ先）

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、谷、山田 電 話：03-3501-1707（直通）

ＦＡＸ：03-3501-2805



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201300006 平成25年3月16日 平成25年4月3日
石油ストーブ（開放
式）

RCA-88 株式会社トヨトミ
火災

軽傷2名

当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生し、2名が負傷した。現在、
原因を調査中。

福岡県

A201300007 平成25年3月21日 平成25年4月3日
石油ストーブ（開放
式）

KM-D27WYB 株式会社コロナ
火災

死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡し
た。現場に当該製品があった。当該製品から
出火したのか、他の要因かも含め、現在、原
因を調査中。

岐阜県

4月4日に消費
者安全法の重
大事故等として
公表済

A201300008 平成25年3月25日 平成25年4月3日
石油ストーブ（開放
式）

SX-B35Y 株式会社コロナ 火災

当該製品を使用中、当該製品を消火せずに
給油し、当該製品に給油タンクを戻す際、灯
油が漏れて出火する火災が発生し、当該製品
及び周辺を焼損した。給油時の状況を含め、
現在、原因を調査中。

新潟県

平成20年9月
17日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
改修率　1.6％
4月4日に消費
者安全法の重
大事故等として
公表済

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201101008 平成24年2月7日 平成24年2月17日 電気掃除機 TC-BD10P
三菱電機ホーム機器
株式会社

火災

当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災
が発生した。
調査の結果、当該製品のパワーブラシ用モー
ターのカーボンブラシが寿命により摩耗すると
ともに、当該モーター周辺にゴミが堆積したた
め、冷却不足となって温度が上昇し、堆積した
ゴミの変色、炭化、周辺樹脂の変色、変形が
生じたものと考えられる。

東京都

平成24年2月
21日にガス機
器・石油機器
以外の製品に
関する事故で
あって、製品起
因か否かが特
定できていない
事故として公表
していたもの

A201200182 平成24年2月3日 平成24年6月4日
電気蓄熱式湯たん
ぽ

FR-15（株式会
社ヒロ・コーポ
レーションブラン
ド）

株式会社ジーワン・ト
レード（株式会社ヒロ・
コーポレーションブラ
ンド）
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を蓄熱中、当該製品から漏水し、火
傷を負った。
調査の結果、当該製品の内袋に空気層が生
じることが認められ、内蔵ヒーターが容器に固
定されていない構造であった。また、空気層に
ヒーターが露出すると、急激な温度上昇が認
められたことから、事故の原因は、内袋の内
蔵ヒーターが蓄熱方法によっては内袋と接触
する構造であったため、空気層に露出して高
温となった内蔵ヒーターが内袋外周の融着部
に触れ強度が低下するとともに、内部圧力の
上昇によって内袋の融着部が破れて内容物
が漏水し事故に至ったものと考えられる。
事業者は平成24年１月7日に新聞社告等を実
施し、製品の使用方法に関する注意喚起及び
製品の回収・返金を実施している。

兵庫県

平成24年6月8
日に、ガス機
器・石油機器
以外の製品に
関する事故で
あって、製品起
因か否かが特
定できていない
事故として公表
していたもの
（特記事項を参
照）



２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201201077 平成25年2月28日 平成25年3月29日
デスクトップパソコ
ン

MA064J/A

有限会社アップルジャ
パンホールディングス
(現　AppleJapan合同
会社)
（輸入事業者）

火災
事務所で当該製品を使用中、当該製品から
発煙し、当該製品を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

東京都
事業者が事故
を認識したの
は、3月21日

A201300001 平成25年3月9日 平成25年4月1日 電気カーペット DC-3G2
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当
該製品を焼損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。

京都府

A201300002 平成25年3月21日 平成25年4月1日 エアコン CS-3601AY3
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災

事務所で使用中の当該製品を停止したとこ
ろ、異臭がしたため確認すると、当該製品の
吹き出し口を溶解する火災が発生していた。
現在、原因を調査中。

茨城県
製造から25年
以上経過した
製品

A201300004 平成25年3月6日 平成25年4月1日 エアコン(室外機) RAS-2218AD

東芝キヤリア株式会
社（現　東芝ホームア
プライアンス株式会
社）
(輸入事業者）

火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品から発
煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。
現在、原因を調査中。

東京都



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201300003 平成25年2月26日 平成25年4月1日 電気式床暖房 火災
当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周
辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含
め、現在、原因を調査中。

神奈川県

A201300005 平成24年12月25日 平成25年4月2日
踏み台（アルミニウ
ム合金製）

重傷1名
当該製品を使用中、バランスを崩して転倒し、負傷した。当該製
品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

事業者が事故を認
識したのは、3月29
日
3月22日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し



電気カーペット（管理番号 A201300001) 

 

 

 

 

 

 

エアコン（管理番号 A201300002） 

 

 
 

 

 



エアコン（室外機）（管理番号 A201300004） 
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